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増毛町公式ホームページ　　https://www.town.mashike.hokkaido.jp

今月の表紙　１１月１７日（日）第１３回暑寒ウィンドアンサンブル定期演奏会

今月の主な内容今月の主な内容

2～４P …【特集】『町政へのご意見』の回答【第２弾】2～４P …【特集】『町政へのご意見』の回答【第２弾】

１４～１７P … 暮らしの情報［募集 増毛町職員（土木職・建築職） ほか）１４～１７P … 暮らしの情報［募集 増毛町職員（土木職・建築職） ほか）

５～７P … まちの話題（ましけ町民スクール第４回講座、第６６回
北海道スポーツ推進委員研究協議会、増毛町桜植樹祭 ほか）

５～７P … まちの話題（ましけ町民スクール第４回講座、第６６回
北海道スポーツ推進委員研究協議会、増毛町桜植樹祭 ほか）
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特集

ご意見⑮ 　 国道から南畠中６丁目までの錦通線について

『町政へのご意見』の回答【第２弾】

　交通安全の確保のために道を広げ、歩道を付けて欲しい。道路の実態調査をして欲しい。
　・車同士のすれ違いが大変
　・国道の出入り口部分では、国道から入る車と鉢合わせになった際、出る車も入る車も困難を伴う
　・冬期間車同士のすれ違いの際、端に寄りすぎて車が脱輪する恐れがある
　・歩道がないため、子ども達や高齢者が道を通る際に危険改善すべき

【町からの回答】
　道路区域用地が狭いため、構造的に道路幅員の拡幅や歩道の設置は難しいと判断いたします。

ご意見⑯　  除雪時の歩道雪捨てについて
　個人宅の雪捨てを行っている業者さんがいるので、雪を歩道に春まで
積み上げないで欲しい。お金を受領して仕事しているのに、開発のチラ
シに道路に雪を捨てるのは犯罪であると記載されていました。毎年犯罪
をしているのと同じです。町はどうお考えですか？

【町からの回答】
　個人宅の雪捨ては、歩道等に一時的に堆雪しているのは認めておりま
す。また、個人宅の除雪業者にはルールを守っていない場合は注意をし
ております。

ご意見⑰　  住宅火災跡について
　４月に隣の家が全焼（おそらく阿分）したが、いつ頃片付けに来てくれるのか？福祉厚生課で当人がお
世話になっていると聞く。強風の時には燃えかすなどが飛んできて迷惑している。

【町からの回答】
　当該建物は、あくまでも個人所有の財産ですので、建物の所有者が責任を持って片付け等を行わなけれ
ばならないものとなりますが、町としても、このまま建物を放置されると燃え残ったものなどが飛散して
付近を通行する歩行者や車両に被害を及ぼす可能性があるため、早期に片付け等を実施するよう指導等を
行っていますが、未だ解決に至っていない現状です。
　町としましても、早期解決に向けた所有者との相談や助言などを行ってまいります。

　町民の皆様からの増毛町の政策に対するご意見を聞くために７月５日～
８月３１日までの期間実施しました「お寄せください！『町政へのご意見』」
では１８名の方からの返信があり、内容としては２６件のご意見をいただき
ました。ご意見をお寄せいただいた皆様ありがとうございました。
　今回は広報１１月号で掲載できなかった１１件のお寄せいただいたご意見
及び町からの回答について掲載いたします。今後、町では、お寄せいただ
いたご意見等を参考にして町政を進めていきます。
　なお、私的な内容や苦情等については掲載いたしませんのでご了承お願
いいたします。

建　設　課

町　民　課

ご意見⑱ 　 野良猫などについて

ご意見⑲ 　 花壇について

　野良猫・カラス・キツネなどにエサやりをしないでほしい。生ゴミは必ずゴミステーションに出すよう
にして欲しい。

【町からの回答】
　エサやり問題は、野良猫に限らずカラスやスズメなどを含む野鳥、
キツネなど多岐にわたっており、情報も数多く寄せられている状況で
あり、対応に大変苦慮している状況でございます。
　町としましても個人が特定できた場合は、職員が現場に行き、書面
や口頭で指導を行い、今後におきましても、エサやりも含め、動物の
飼い方について、これまで通り注意喚起を行っていきますので、エサ
やり等がございましたら役場町民課までご連絡をお願い致します。
　また、「ゴミの出し方」につきましても周知徹底していきます。

　道路の淵に下水のフタや花かざりなどを置かないで欲しい。花かざりは何の意味も無いし、車の通行の
邪魔にもなりかねない。書面や口頭で指導できないのか。

【町からの回答】
　道路上に物を置くことは、通行の妨げ及び事故につながるだけでなく、雨水の通り道をふさいでしまい、
大雨等が降った場合に道路冠水につながる恐れもあります。
　また、道路の淵に置かれた物が原因で何らかの事故が発生した場合、物を置いた者や所有者が事故の責
任を問われる場合もありますので、情報がございましたら役場町民課までご連絡をお願い致します。

ご意見⑳ 　 ７０歳からのお祝い品について
　７０歳になるとお祝い品をいただきますが、７０歳でも現役で働いている方が多数います。７０歳以上の
人数とかかる費用はどれくらいになるのか？せめて、７５歳以上を対象にしたら良いと思います。

【町からの回答】
　今年度の敬老祝いの対象となる７０歳以上の人数は１,３１０人、費用は、
３,９６２千円となっています。せめて、７５歳以上を対象としたらというご
意見ですが、７０歳を迎え敬老祝を喜んでいただいている方が大勢いらっ
しゃいますので、７０歳以上の方へのお祝いは続けていきたいと思ってお
ります。

ご意見　　  北竜町町境森林伐採について
　稲田線を通過した際、北竜町との町境に近い場所で森林伐採がされていた。増毛町の土地だとしたら伐
採した目的はなんなのか教えて欲しい。

【町からの回答】
　本意見の該当地について、町有地ではなく私有地となります。伐採を行った土地所有
者からは伐採届の提出がされております。

福 祉 厚 生 課

農 林 水 産 課
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特集

ご意見⑮ 　 国道から南畠中６丁目までの錦通線について

『町政へのご意見』の回答【第２弾】

　交通安全の確保のために道を広げ、歩道を付けて欲しい。道路の実態調査をして欲しい。
　・車同士のすれ違いが大変
　・国道の出入り口部分では、国道から入る車と鉢合わせになった際、出る車も入る車も困難を伴う
　・冬期間車同士のすれ違いの際、端に寄りすぎて車が脱輪する恐れがある
　・歩道がないため、子ども達や高齢者が道を通る際に危険改善すべき

【町からの回答】
　道路区域用地が狭いため、構造的に道路幅員の拡幅や歩道の設置は難しいと判断いたします。

ご意見⑯　  除雪時の歩道雪捨てについて
　個人宅の雪捨てを行っている業者さんがいるので、雪を歩道に春まで
積み上げないで欲しい。お金を受領して仕事しているのに、開発のチラ
シに道路に雪を捨てるのは犯罪であると記載されていました。毎年犯罪
をしているのと同じです。町はどうお考えですか？

【町からの回答】
　個人宅の雪捨ては、歩道等に一時的に堆雪しているのは認めておりま
す。また、個人宅の除雪業者にはルールを守っていない場合は注意をし
ております。

ご意見⑰　  住宅火災跡について
　４月に隣の家が全焼（おそらく阿分）したが、いつ頃片付けに来てくれるのか？福祉厚生課で当人がお
世話になっていると聞く。強風の時には燃えかすなどが飛んできて迷惑している。

【町からの回答】
　当該建物は、あくまでも個人所有の財産ですので、建物の所有者が責任を持って片付け等を行わなけれ
ばならないものとなりますが、町としても、このまま建物を放置されると燃え残ったものなどが飛散して
付近を通行する歩行者や車両に被害を及ぼす可能性があるため、早期に片付け等を実施するよう指導等を
行っていますが、未だ解決に至っていない現状です。
　町としましても、早期解決に向けた所有者との相談や助言などを行ってまいります。

　町民の皆様からの増毛町の政策に対するご意見を聞くために７月５日～
８月３１日までの期間実施しました「お寄せください！『町政へのご意見』」
では１８名の方からの返信があり、内容としては２６件のご意見をいただき
ました。ご意見をお寄せいただいた皆様ありがとうございました。
　今回は広報１１月号で掲載できなかった１１件のお寄せいただいたご意見
及び町からの回答について掲載いたします。今後、町では、お寄せいただ
いたご意見等を参考にして町政を進めていきます。
　なお、私的な内容や苦情等については掲載いたしませんのでご了承お願
いいたします。

建　設　課

町　民　課

ご意見⑱ 　 野良猫などについて

ご意見⑲ 　 花壇について

　野良猫・カラス・キツネなどにエサやりをしないでほしい。生ゴミは必ずゴミステーションに出すよう
にして欲しい。

【町からの回答】
　エサやり問題は、野良猫に限らずカラスやスズメなどを含む野鳥、
キツネなど多岐にわたっており、情報も数多く寄せられている状況で
あり、対応に大変苦慮している状況でございます。
　町としましても個人が特定できた場合は、職員が現場に行き、書面
や口頭で指導を行い、今後におきましても、エサやりも含め、動物の
飼い方について、これまで通り注意喚起を行っていきますので、エサ
やり等がございましたら役場町民課までご連絡をお願い致します。
　また、「ゴミの出し方」につきましても周知徹底していきます。

　道路の淵に下水のフタや花かざりなどを置かないで欲しい。花かざりは何の意味も無いし、車の通行の
邪魔にもなりかねない。書面や口頭で指導できないのか。

【町からの回答】
　道路上に物を置くことは、通行の妨げ及び事故につながるだけでなく、雨水の通り道をふさいでしまい、
大雨等が降った場合に道路冠水につながる恐れもあります。
　また、道路の淵に置かれた物が原因で何らかの事故が発生した場合、物を置いた者や所有者が事故の責
任を問われる場合もありますので、情報がございましたら役場町民課までご連絡をお願い致します。

ご意見⑳ 　 ７０歳からのお祝い品について
　７０歳になるとお祝い品をいただきますが、７０歳でも現役で働いている方が多数います。７０歳以上の
人数とかかる費用はどれくらいになるのか？せめて、７５歳以上を対象にしたら良いと思います。

【町からの回答】
　今年度の敬老祝いの対象となる７０歳以上の人数は１,３１０人、費用は、
３,９６２千円となっています。せめて、７５歳以上を対象としたらというご
意見ですが、７０歳を迎え敬老祝を喜んでいただいている方が大勢いらっ
しゃいますので、７０歳以上の方へのお祝いは続けていきたいと思ってお
ります。

ご意見　　  北竜町町境森林伐採について
　稲田線を通過した際、北竜町との町境に近い場所で森林伐採がされていた。増毛町の土地だとしたら伐
採した目的はなんなのか教えて欲しい。

【町からの回答】
　本意見の該当地について、町有地ではなく私有地となります。伐採を行った土地所有
者からは伐採届の提出がされております。

福 祉 厚 生 課

農 林 水 産 課
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ご意見　　 プレミアム商品券について
　プレミアム商品券は平等ではないのでやめてほしい。全町民にクーポンを配布してほしい。

【町からの回答】
　物価高騰などの影響により低迷する町内消費を喚起するため、商工会が行う増毛でお買い物応援券（プ
レミアム商品券）の販売事業に対し、補助金を交付しております。
　全町民の皆様へクーポンを配付すべきとのご意見をいただきましたが、ほとんどの自治体で商品券に２０％
程のプレミアムを付けて販売しております。
　一部の町民の皆様から一律交付を望む声も聞いておりますが、財源確保の問題もありますので、検討さ
せていただきたいと思います。

ご意見　　 プレミアム商品券の額面について
　プレミアム商品券の発行はありがたいが、１枚１,０００円ではなく５００円にしてほしい。物価高騰の面
を考慮しても高齢者にとっては１回の買い物で１,０００円以下の買い物が多いと思うし、１,０００円以上の
買い物が普通とは思えないので、５００円券の方が利用しやすいと思います。

【町からの回答】
　今年から、商品券の額面を５００円から１,０００円としました。額面の取扱いについて商工会と検討しま
したが、紙資源の節約、印刷費等の経費節減、集計の労力軽減など考慮して額面を１,０００円とさせてい
ただいたところです。
　今年の利用状況を分析して、同様のご意見が多かった場合は、額面の変更について検討したいと考えて
おります。

ご意見　　 公園施設の整備について
　町内に公園という公園がないので、こども園に小学生がたむろし、小学校には中学生が遊びに行く、と
いった他市町村ではあまり見ないような光景がある。休園日、休校日も出入り自由にしているのでしょうか？

【町からの回答】
　現時点で新たな公園を設置する予定はありませんが、既存の公園施設を改修するなど、中長期な視点か
ら整備方針を取りまとめたいと考えております。
　こども園の休園日、小中学校の休校日の敷地への出入りについては、特に制限を設けておりません。

ご意見　　 健康ポイント事業について
　今年から学校の夏休み期間中にラジオ体操が健康ポイント事業になって嬉しいが、
ラジオ体操の開催場所が市街地のみなので、今後も事業が継続されるのであれば不公
平なくポイントを取得できるように開催場所を設けて欲しい。

【町からの回答】
　ラジオ体操は以前から「こども会育成員連絡協議会（子育連）」が文化センターで開催していたものを、
令和３年から「子ども活動会議」が引き継いで主催しています。当初会場は文化センターのみでしたが、
それ以外にも自主的に開催したいという声をいただき、現在は４会場で実施されています。
　人員配置の都合で会場を増やすことは難しいですが、市街地以外でも自主的に会場を設けたいというお
声があれば、協力して取り組みたいと考えておりますので、お声掛けをいただけますと幸いです。

商 工 観 光 課

教 育 委 員 会

10／22
（火）

10／26
（土）

10／14
（月）

～ 増毛ＬＣから増毛小中学校などへ新米など寄贈 ～ ～ ましけ町民スクール第４回講座 ～

効く運動を
簡潔明瞭に伝える

増毛町の食材を
たくさん食べてほしい

　町教育委員会主催のましけ町民スクールが運営
する第４回講座「効く運動、効かない運動」が町
文化センターで開催され、会場には１４０名の来場
者が訪れました。
　講師の山田崇史さんは札幌医科大学保健医療学
部理学療法学科の准教授として活動され、臨床現
場での理学療法の視点から、高齢者でも試しやす
い効率の良い運動方法や、貯筋することの大切さ
などを講話していただきました。
　実技を交えた分かりやすい講座に、会場は拍手
に包まれていました。

　増毛ライオンズクラブ（長谷川勇恵会長）から増
毛小学校（安居和校長）などに増毛産の新米「な
なつぼし」や野菜などが寄贈され、給食として提
供されました。
　青少年育成事業の一環で増毛小のほか、増毛中
と認定こども園あっぷるにも贈られました。
　贈呈式で長谷川会長から米袋を受け取った増毛
小児童会長の宮本俊洋さん（１２）は「地元のおい
しい食材を提供していただきありがとうございま
す。たくさん給食を食べて、大きく成長したいと
思います」と感謝の言葉を述べました。

～ 第６６回北海道スポーツ推進委員研究協議会 ～ ～ ハロウィンでトリック・オア・トリート！ ～

仮装してクイズに挑戦！スポーツ指導の在り方を
再確認

　町教育委員会主催の「ハロウィンでトリック・
オア・トリート！」が町内商店街などで開催され、
子供や保護者ら合わせて１２３名が参加しました。
　子ども達はアニメのキャラクターなどの衣装を
着て、「なぜお化けの衣装を着るのでしょう？」と
いったクイズに挑戦。正解したご褒美としてスナッ
ク菓子を貰いました。
　元陣屋に設けられた記念撮影コーナーでは、我
が子の仮装した写真を撮影する保護者の姿も見ら
れました。

　北海道スポーツ推進委員協議会などが主催の
「第６６回北海道スポーツ推進委員研究協議会」
が、町文化センターで開催されました。
　スポーツ推進委員の資質向上と生涯スポーツの
普及を目的に開催され、道内のスポーツ推進委員
約２００名が参加。功労者への表彰と講演が行われ
た後、全道各地の推進委員が分科会で悩みや課題
を意見交換し、子どもから高齢者までの体力向上
に向けた取り組みや、現代社会における生涯ス
ポーツの重要性などを再確認しました。

10／10（木）
10／28（月）
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を考慮しても高齢者にとっては１回の買い物で１,０００円以下の買い物が多いと思うし、１,０００円以上の
買い物が普通とは思えないので、５００円券の方が利用しやすいと思います。

【町からの回答】
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商 工 観 光 課

教 育 委 員 会

10／22
（火）

10／26
（土）

10／14
（月）
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11／13
（水）

11／6
（水）

11／8
（金）

10／31
（木）

～ 明治安田生命保険相互会社から町へ寄付 ～ ～ ８０２０健康賞表彰式 ～

８０歳超えても
２０本以上の元気な歯を

「地元の元気プロジェクト」の
一環として

　増毛町主催の「増毛町８０２０健康賞」の表彰
式が健康一番館で行われ、８０歳以上で自分の歯が
２０本以上ある町民８名が表彰されました。
　堀町長は「８０歳を超えて２０本以上の歯を保つ
ことは、素晴らしいこと。これからも歯の健康を
保ち、自分の歯で食事を楽しんでいただければと
思う」とあいさつし、表彰状を手渡しました。
　歯科健診に携わる風間歯科医院の風間慶院長は
「日頃より歯の手入れをしっかりしていただき感
謝している。これからも口内の健康を維持してほ
しい」と話しました。

　増毛町と明治安田生命保険相互会社は、令和４
年１０月３１日に「健康増進に関する包括連携協定」
を締結しました。
　それに伴う「地元の元気プロジェクト」の一環
として、「私の地元応援募金」の実施により町に
寄附をしていただきました。
　地域住民の健康増進、子育て支援、介護・認知
症対策に役立ててほしいと、目録が手渡され、町
から同会社へ感謝状が手渡されました。
　この協定では、健康づくりや安全で安心な地域
づくりなどを連携して取り組んでおります。

～ 増毛町桜植樹祭 ～ ～ 暑寒大学・認定こども園あっぷる交流会 ～

世代を超えた笑顔弾ける
交流会桜が似合う町にしていきたい！

　暑寒大学・認定こども園あっぷる交流会が町立
体育館で行われ、同大学学生や同園園児ら合わせ
て約５０名が参加しました。
　園児たちは歌やダンス、「ＹＯＳＡＫＯＩソーラン」
など元気いっぱいに遊戯を披露し、学生たちに元
気と笑顔を分け与えていました。
　一緒に玉入れをした後は、学生たちによる「増
毛音頭」を園児たちに披露。最後には、園児たち
も一緒に「増毛音頭」を踊り親睦を深め、笑顔弾
ける交流会となりました。

　町生きがい活動事業団や増毛ライオンズクラブ
などの協力を得て、平成３０年から毎年行われてい
る「桜植樹祭」が今年は明和園で開催されました。
　参加した関係者ら約２０名がヤエザクラ１０本、
ソメイヨシノ５本を植樹しました。
　昨年は暑寒公園に２２本のヤエザクラを植樹して
おり、春にはきれいな花を咲かせています。
　堀町長は「このような植樹祭を毎年続けて、町
中で桜が見られるようして、桜が似合う町にして
いきたい」と話しました。

10／30
（水）

10／11
（金）

～ 北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり賞 ～ ～ 認定こども園あっぷる「新１年生体験給食」 ～

初めての学校給食体験！犯罪のないマチを目指して

　認定こども園あっぷるの「新１年生体験給食」
が増毛小学校で行われ、来春に新１年生となる年
長児１４人が、学校給食を体験しました。
　始めに笹嶋栄養教諭から、給食を食べるときは
ひじをつけない、といったマナーや栄養素をクイ
ズ形式で説明。１年生との交流授業でたくさん遊
んでお腹をすかせた後は、お待ちかねの給食。カ
レーライスやサラダ・牛乳を堪能しました。
　牛乳パックに上手くストローが刺せずに戸惑う
園児の姿も見られましたが、旺盛な食欲を見せ、
ひと足早く小学生気分を満喫していました。

　北海道犯罪のない安全で安心な地域づくり賞の
授賞式が札幌市で行われ、増毛町防犯協会（合羽
井達男会長）が安全で安心な地域づくりに貢献し
たとして表彰されました。
　同協会は、昭和２７年に町民有志により発足し、
昭和３３年に現協会となって以来、６６年にわたり
活動を続けています。
　今回の表彰式では、住宅や自動車の防犯診断の
実施や、防犯カメラの設置促進・こども１１０番
の家の活動など、町民生活の安全・安心に努めて
いることが認められました。

　令和６年１１月より、宮島  真理（みやじま  しんり）医師が町立市街診療所に着任しましたの
でおしらせいたします。

　農林水産省では、令和７年２月１日現在で、「２０２５年農林業センサス」を実施します。
この調査は、我が国の農林業・農山村地域の実態を明らかにする最も基本的な調査です。

　令和６年１２月中旬から調査員が農林業関係者の方々を訪問して、調査票
に農林業の経営状況などの記入をお願いします。調査票に記入された事項に
ついては、統計以外の目的には使用されませんので、ご協力をお願いします。

プロフィール　１９８２年４月２３日生まれの４２歳。長野県長野市出身。
２０１３年３月に北海道医療大学歯学部を卒業後、岩手医科大学に編入学。同大
学の大学院博士課程を修了（血液内科）。岩手医科大学附属病院などの岩手県内の
病院で勤務していました。趣味は映画鑑賞です。
ひ  と  こ  と　この度、増毛町立市街診療所で医師として勤めることとなりました宮島真理です。
皆さんのために、多くのことを学びながら、増毛町の地域医療に貢献できるよう最大限努力いた
します。よろしくお願いします。

～ 市街診療所医師着任のお知らせ ～

２０２５年 農林業センサスが実施されます

【お問合せ先】役場企画財政課企画係（☎５３ー１１１０）
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務め、町勢の振興発展に大きく寄与されました。
　このほか、社会福祉法人増毛町社会福祉協議会会長を現在ま
で務め、町勢の振興に多大な貢献をされています。

　平成１６年４月から令和６年３月まで増毛町観光協会会長を
務め、町勢の振興発展に大きく寄与されました。
　このほか、北海道酒造組合会長や増毛町商工会副会長などを
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　町では、町内で開催する同窓会に対し、町商工会商品券にて補助金を交付しており、これまでに
多くの同窓会が町内で開催されております。
　補助金の利用を検討される方は、下記の補助要件等をご確認のうえ役場企画財政課企画係まで申
請をお願いします。

【お問合せ先】役場企画財政課企画係（☎５３－１１１０）

（１）町内の飲食店等にて開催する同窓会の出席者が１５名以上で、うち町外居住者が５名
　　 以上出席する同窓会。（町内在住者がいなくても良い）
（２）町内在住者及び増毛町出身者の幹事による同窓会で、出身学校の所在地は問わない。
（３）同一の同窓会（出身学校、卒業年、参集者等）への補助は、年一回限りとする。

・補助金を交付した同窓会には、増毛町のＰＲをさせていただきます。
・補助金の交付には、同窓会開催日の７日前までに申請書及び出席者名簿、収支予算書等
　の提出が必要となりますので、増毛町ホームページにてダウンロードしていただくか、
　役場企画財政課企画係（☎５３ー１１１０）までご連絡ください。

・１５名以上３０人未満　　町商工会商品券　３０，０００円分
・３０人以上　　　　　　　町商工会商品券　５０，０００円分

１．補助要件

２．補助金額

３．その他

　歳末を迎え、火気を使用する機会が多くなり、火災の発生する危険性が高くなっております。
各家庭及び事業所等より火災の発生を未然に防止するためにも火の取扱いには十分注意し、次
の項目をしっかり守るようにしましょう。

 一般家庭での注意点
  ・ガスコンロ等の調理器具、暖房器具を安全に
　 使用し、取扱いを確認しましょう。

  ・就寝時または外出時は必ず火の元を確認しま
　 しょう。

  ・放火を防止するために、燃えやすい物はしっ
　 かりと管理し、物置は必ず施錠しましょう。

  ・住宅用火災警報器の維持管理を行いましょう。

 飲食店等の多数出入りする施設での注意点
 ・防火管理を行い、夜間の巡視を実施しましょう。
 ・消防用設備等の点検・整備をしましょう。
 ・消火作業及び避難時に障害となる物件の除去
　をしましょう。

 休日中の事務所等での注意点
 ・火気管理及び通報体制の整備、部外者の侵入
　防止等、警備体制の確認をしましょう。

【お問合せ先】増毛町消防本部予防課（☎５３ー２１７５）

歳 末 火 災 予 防 運 動 期間：令和６年１２月２５日～３１日

増毛町同窓会支援事業補助金のお知らせ
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　６月１日から１０月３１日まで募集していた「増毛町フォトコンテスト２０２４」にご参加いただい
た皆さま、素敵な写真をありがとうございました。
　一般の部３９作品、学生の部１１作品の中から、最優秀賞は一般・学生の部共に該当者なし、優秀
賞・入選の作品が部門ごとに決定しましたので、選考結果を発表します。

増毛町フォトコンテスト２０２４ 結果発表増毛町フォトコンテスト２０２４ 結果発表

最優秀賞最優秀賞

優秀賞優秀賞 優秀賞優秀賞

入  選入  選

入  選入  選

「増毛小学校旧校舎と暑寒別岳」 「木造の雄」

該当者なし

最優秀賞最優秀賞 該当者なし

文化センター、増毛駅舎で入賞作品をカラー写真で掲示いたします。【掲示期間：１２月２０日（金）まで】

【お問合せ先】増毛町フォトコンテスト事務局 ☎５３ー１１１２
※増毛町ホームページでも入賞作品を掲載いたします。

「線路は続くよ
　　  どこまでも」
由野　未来さん

（滝川市）

小笠原　潤さん（留萌市）

優秀賞優秀賞 「青とピンクに包まれたりんご」
棚田　侑奈さん（南永寿町）

原　聡彦さん（札幌市）

「観光客を魅了する歴史通り」
新田　敏行さん（南畠中町）

入  選入  選 「夕陽を背負って」
大井　月星さん（畠中町）

一般の部受賞作品

学生の部受賞作品

　例年、冬季に開始しておりますロードヒーティングを１２月３
日（火）より運転いたしました。
　ただし、ロードヒーティング施設の老朽化、融雪機能が随所に
低下していることに加え、電気料の経費削減をはかる目的でロー
ドヒーティングの運行期間短縮や休止を図ります。なお、安全確
保のため、代替措置としてスリップ防止剤の散布を行います。
　皆様のご理解とご協力をお願いいたします。
　スリップ防止剤を散布いたしますが、通行される方はスピード
の出し過ぎ等に十分注意し、安全運転を心がけてください。

【お問合せ先】役場建設課・管理係（☎５３ー１１１５）

業務にご協力ください！業務にご協力ください！除雪除雪

【お問合せ先】
国道：留萌開発事務所・道路課

（☎４２ー３１６８）

（☎４２ー１８４９）
道道：留萌建設管理部・事業室事業課

（☎５３ー１１１５）
町道：増毛町役場・建設課管理係

（☎５３ー３８１０）
町道：増毛産業振興協同組合

①路上駐車はやめましょう
　早朝の除雪時に路上駐車をしている車が数多く見受けられます。吹雪の時は確認が困難であり、追突・
接触等により損傷を受ける場合もありますので、路上での終夜駐車は絶対しないでください。また、所用
で駐車している場合に除雪車が来たら支障のない場所に移動してください。

②道路に雪を捨てないでください
　除雪道路内に自宅玄関先や裏小路の雪を捨てている人が多数見受けられます。雪を捨てると道路幅が狭
くなり、交通の安全性を害しますので、除雪道路内には捨てず道路外に捨てるようにしてください。

④除雪機械による除排雪について
　個人や会社が除雪機械により除排雪する時は、河川（永寿川、
錦川等）や道路には投雪しないでください。また、公共施設
（縁石、フェンス、側溝、橋欄干等）の損傷には十分注意し、
万一、損傷したときは直ちに報告してください。

⑤流雪溝の管理運営について
　流雪溝を利用される方は、約束事項を守って、事故の無いよ
うに使用しましょう。
　また、気象状況により中止とする場合があります。その場合
は防災無線等により、お知らせします。

③雪捨て場所について
　商店・事業所等の個人が排雪する場合の雪捨て場は、暑寒海
浜キャンプ場（旧暑寒海水浴場）としておりますので、道路に
は絶対に投雪せず運搬排雪をお願いします。
　また、石・土砂等が混じり、汚染公害を招く廃棄物は捨てな
いでください。なお、ゴミの不法投棄は法律により罰せられま
すので絶対に捨てないでください。
　共同使用の雪捨て場ですので、皆さんのご協力お願いします。

１２月からロードヒーティングの運転を開始しました

【
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短縮路線は、役場～留萌信用金庫増毛
支店と役場～神社下までの２路線で、
１２月３日（火）から２月２８日（金）まで
の運転といたします。
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短縮路線は、役場～留萌信用金庫増毛
支店と役場～神社下までの２路線で、
１２月３日（火）から２月２８日（金）まで
の運転といたします。
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　北海道と留萌管内の全市町村では、地方税ポータルシステムｅＬＴＡＸを利用して、道税
（法人道民税・法人事業税・特別法人事業税・軽油引取税等）及び市町村税（個人住民税・
法人市町村民税・固定資産税（償却資産）・入湯税等）の申告並びに一部の申請・届出を自
宅やオフィスのパソコンから行うことができます。
　また、一部の税目を除き電子納税することもできます。

ご利用はｅＬＴＡＸのホームページから　▶　https://www.eltax.lta.go.jp/　
ヘルプデスクへのお問い合わせ　▶　０５７０ー０８１４５９
ｅＬＴＡＸをご利用できる時間　▶　８：３０～２４：００（土日祝日、年末年始は除く。）

【お問合せ先】役場税務課（☎５３ー１１１４）
北海道留萌振興局税務課（☎４２ー８４１６）

ｅＬＴＡＸ
（地方税ポータルシステム）

道税・町税の申告・納税がネットでできる
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高齢者の運転免許自主返納を支援します！◇◆ ◆◇
運転免許を自主返納した   　歳以上の方に交通費  　万円分を助成します。７０ 5

留萌警察署に出向き、『運転免許証』と『印鑑』
を持参し、運転免許証返納の手続きを行います。
そこで『運転免許取消通知書』をもらいます。
※留萌警察署に出向くのが困難な方は、留萌警察署
　（☎４２－０１１０）までご相談ください。

増毛町役場の町民課町民環境係（１階１番
窓口）へ出向き、助成金の申請をします。
『運転免許取消通知書』と運転免許証以外
の『身分証明書』をご持参ください。

　最近、高齢ドライバーによる自動車事故が全国で相次いで報道されています。増毛町内の
交通事故のうち、約２割が高齢者による交通事故です。
　増毛町では、運転に不安のある高齢者の運転免許の自主返納を促進し、高齢者による交通
事故の減少を図るため、増毛町が運転免許証を自主返納された方に対し、公共交通機関を利
用する場合の交通費（上限５万円分の沿岸バス回数券・あっぷるハイヤー乗車券・特急まし
け号利用電子マネー）を助成します。
助成の対象者について
　・ 満７０歳以上の町民の方
　・ 運転免許証に記載されている有効期限内に運転免許を自主返納してから１年以内であること
　・ 町税等に滞納のない方（同居者含む）及び暴力団員等でない方

自主返納支援事業申請の流れ

【お問合せ先】役場町民課・町民環境係（☎５３－１１１２）

【お問合せ先】地域包括支援センター（健康一番館内）　☎５３－３１１１

Ｄｒ.慶のひとりごと

北海道認知症コールセンター家族の会
　平日１０：００～１５：００　０１１ー２０４ー６００６

家族が病気や障がいで、大人が担うような家事や世話
を行っている１８歳未満の子どもさん
北海道ヤングケアラー相談サポートセンター
　平日８：４５～１７：３０　０１２０－５１６－０８６
　SNSによる相談もあります。

　虫歯は誰にでもなる可能性のある病気です。
　近年、食生活の変化によって柔らかく食べやす
いものが増えてきていますが、それによって歯に
つきやすく取れにくい状態になってきています。
　大きく分けると虫歯は、①虫歯菌、②歯の質、
③甘いもの（砂糖）の３つが合わさって初めて虫
歯になります。ということは、どれか１つを無く
せば虫歯にはならないわけです。しかし、虫歯菌
は口腔常在菌といってほとんどの人の口の中に存
在していますし（乳幼児のころにほとんどの人が
感染します）、砂糖は栄養を取るうえでは欠かせ
ないものなので無くすことはできませんよね。
　ですが、努力しだいで減らすことはできます。
現在売られているほとんどの歯磨き粉にはフッ素
が含まれています。フッ素をうまく活用して歯質
を強化するのも予防の１つです。正しい歯磨きの
仕方をしっかり覚えて、虫歯菌を増やさないよう
にすること（プラークコントロール）が大切です。
決して簡単なことではありませんが、『口は健康
の入り口』です。

Ｄｒ.慶のひとりごと
どうして虫歯になるの？

　風しんは、感染者の咳やくしゃみなどに含まれる飛
沫を吸い込むことで感染します。成人がかかると症状
が重くなることがあります。また、妊娠初期の妊婦さ
んに感染させてしまうと、生まれてくる赤ちゃんの目
や耳、心臓に障害が起きることがあります（先天性風
しん症候群）。
　風しんの追加的対策は、昭和３７年４月２日～昭和５
４年４月１日生まれの男性を対象として、風しんの抗
体検査と予防接種を無料で実施しています。この世代
の男性は、過去に公的に予防接種が行われていないた
め、他の性世代より抗体保有率が低く、風しんに感染
するリスクが高くなっています。
　対象の皆さまが抗体検査を受け、必要な予防接種を
受けると、免疫を持っている人が増え、風しんの流行
は無くなると言われています。
　抗体検査を受けそびれている方、抗体検査を受けて
抗体がないとわかったけれど予防接種を受けそびれて
いる方は、令和７年２月末までに忘れずに抗体検査・
予防接種を受けましょう。対象となる方には、クーポ
ン券を送付していますが、紛失された場合は、役場福
祉厚生課保健指導係にご連絡お願いします。

【お問合せ先】役場福祉厚生課保健指導係（☎５３ー３１１１）

風しん追加的対策
令和７年２月末まで

地域包括支援センターだより
～ ケアラー（介護者）・ヤングケアラーのサポートについて ～

相 談 電 話

　高齢者、障がい者等のケアラー（介護者）の方の相談について、研修を受けた保健師が対応
します。（訪問や来所相談）外勤で不在のことがあるため、事前に電話を頂けると助かります。
大変な状況を誰かに話すだけで、気持ちが軽くなることもあります。お気軽にご連絡ください。

認知症

ヤングケアラー
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上

○
有
資
格
者
（
介
護
福
祉
士
）

　

月
額
１
７
４
，
８
０
０
円
以
上

○
日
額　
　
　

８
，
５
０
０
円
～

※
経
験
者
は
前
歴
を
考
慮
し
、
加

　

算
し
て
賃
金
を
決
定
し
ま
す
。

■
手
当

　

各
種
手
当
あ
り

■
採
用
期
日

　

採
用
決
定
後
、
速
や
か
に
採
用 

 

（
応
相
談
）

【
調
理
員
】

■
募
集
人
員

　

２
名

■
応
募
資
格

　

年
齢
18
歳
～

 
（
上
限
な
し
、健
康
で
あ
れ
ば
可
）

※
無
資
格
可

■
勤
務
時
間

 

・
早
出
６
時
00
分
～
14
時
45
分

 

・
遅
出
９
時
15
分
～
18
時
00
分

■
勤
務
形
態

　

日
勤
２
交
替
制
の
勤
務
・
週
休

２
日
制

※
年
間
休
日
１
２
３
日
以
上

 

（
長
期
休
暇
あ
り
）

※
時
間
給
希
望
の
場
合
は
、
勤
務

　

日
数
や
勤
務
時
間
を
調
整
す
る

　

こ
と
が
で
き
ま
す
。（
応
相
談
）

■
賃
金

○
資
格
な
し

　

月
額
１
５
７
，
８
０
０
円
以
上

○
時
間
給　
　

１
，
０
５
０
円
～

※
経
験
者
は
前
歴
を
考
慮
し
、
加

　

算
し
て
賃
金
を
決
定
し
ま
す
。

■
手
当

　

各
種
手
当
あ
り

■
採
用
期
日

　

採
用
決
定
後
、
速
や
か
に
採
用

（
応
相
談
）

申
込
・
問
合
せ
先

　

増
毛
町
立
明
和
園

　
（
☎
５
３
ー
１
６
０
１
）

　

令
和
６
年
度
採
用
土
木
職
・
建

築
職
を
募
集
し
ま
す
。

■
採
用
予
定
職
種
・
人
員
及
び
勤 

務
先

 

【
職
種
】
土
木
職
１
名

　
　

  　

 

建
築
職
１
名

 

【
職
務
内
容
】

　
　

土
木
職
：
土
木
関
係
全
般

　
　

建
築
職
：
建
築
関
係
全
般

 
【
勤
務
先
】
増
毛
町
役
場

■
受
験
資
格

①
学
校
教
育
法
に
基
づ
く
、
大
学
、

　

短
期
大
学
、
専
修
学
校
、
高
等

　

専
門
学
校
、
高
等
学
校
に
お
い

　

て
土
木
系
・
建
築
系
に
関
す
る

　

課
程
の
学
科
等
を
卒
業
し
た
者

　

又
は
令
和
７
年
３
月
末
ま
で
に

　

卒
業
す
る
見
込
み
の
者

②
昭
和
58
年
４
月
２
日
以
降
に
生

　

ま
れ
た
者
（
令
和
６
年
４
月
１

　

日
現
在
で
40
歳
以
下
の
者
）

③
普
通
自
動
車
第
一
種
運
転
免
許

　

証
を
有
す
る
者

■
試
験
の
方
法

　

面
接
試
験
及
び
書
類
審
査

　
（
採
用
試
験
申
込
書
な
ど
）

■
受
験
手
続

　

次
の
書
類
を
増
毛
町
役
場
総
務

課
に
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

①
増
毛
町
職
員
採
用
試
験
申
込
書

　
（
指
定
の
様
式
）

　

申
込
書
に
所
定
事
項
を
記
入
し
、

　

３
ヶ
月
以
内
に
撮
影
し
た
鮮
明

　

な
正
面
・
無
帽
・
無
背
景
の
上

　

半
身
写
真
［
縦
４
・
５
㎝　

横

　

３
・
５
㎝
］
を
貼
付

②
有
し
て
い
る
資
格
証
・
免
許
証

　

の
写
し

③
最
終
学
歴
の
学
校
等
の
卒
業
証

　

明
書（
又
は
卒
業
見
込
証
明
書
）

■
申
込
期
限

　

随
時　

※
採
用
者
が
決
定
し
だ
い
募
集
終

　

了
■
採
用
期
日

　

随
時

※
新
卒
は
令
和
７
年
４
月
１
日

■
初
任
給
及
び
そ
の
他
の
給
与

　

増
毛
町
職
員
の
給
与
に
関
す
る

条
例
に
よ
る

■
試
験
日
時
等

　

書
類
受
理
後
、
申
込
者
に
通
知

し
ま
す
。

■
各
種
様
式

　

増
毛
町
職
員
採
用
試
験
申
込
書

等
の
様
式
は
、
増
毛
町
役
場
公
式

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま

す
。

　

役
場
総
務
課
・
庶
務
係

　
（
☎
５
３
ー
１
１
１
１
）

　

町
営
住
宅
に
空
き
が
あ
る
こ
と

か
ら
、
左
記
の
と
お
り
募
集
し
ま

す
。

■
住
宅
所
在
地

①
南
暑
寒
町
７
丁
目

②
暑
寒
海
岸
町

■
団
地
名
・
募
集
戸
数

①
ア
ッ
プ
ル
団
地　

２
戸

※
全
て
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
、
除
雪
当
番
が

　

あ
り
ま
す

②
か
も
め
改
良
団
地　

4
戸

※
２
・
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ
、
除
雪
当
番
が

　

あ
り
ま
す

■
住
宅
料

①
２
０
，
０
０
０
円
～
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増
毛
町
社
会
福
祉
協
議
会

職
員（
増
毛
町
立
明
和
園
）

募
　
　
集

増
毛
町
職
員

　
（
土
木
職
・
建
築
職
）

増毛町公式
ホームページ

問町
営
住
宅
空
家
情
報

　
　

  

（
　
月
１
日
現
在
）
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３
５
，
０
０
０
円
程
度

（
共
益
費
：
５
０
０
～
１
０
０
０

円
程
度
）

※
年
間
所
得
に
よ
り
異
な
り
ま
す
。

②
２
１
，
０
０
０
円
～

　
　
　
　

２
７
，
０
０
０
円
程
度

（
共
益
費
：
３
０
０
０
～
４
０
０

０
円
程
度
）

■
資
格
要
件

①
町
税
等
の
滞
納
が
な
い
こ
と

②
収
入
基
準
を
超
え
て
い
な
い
こ

　

と

 

・
公
営
住
宅
：
世
帯
所
得
の
合
計

　

が
月
額
１
５
８
，
０
０
０
円
以

　

下

 

・
改
良
住
宅
：
世
帯
所
得
の
合
計

　

が
月
額
１
１
４
，
０
０
０
円
以

　

下
■
申
込
方
法

　

役
場
建
設
課
建
築
係
で
申
込
書

を
受
取
り
、
関
係
書
類
を
添
え
て

お
申
込
み
く
だ
さ
い
。

申
込
・
問
合
せ
先

　

役
場
建
設
課
・
建
築
係

　
（
☎
５
３
ー
１
１
１
５
）

　

令
和
７
年
４
月
か
ら
の
「
認
定

こ
ど
も
園
あ
っ
ぷ
る
」
入
園
児
を

募
集
し
ま
す
の
で
、
次
の
「
保
育

の
必
要
性
の
基
準
」
を
ご
覧
の
上
、

希
望
さ
れ
る
方
は
必
要
書
類
を
提

出
願
い
ま
す
。

■
保
育
の
必
要
性
の
基
準

１
号
認
定
（
満
３
歳
児
以
上
）

　

主
に
教
育
を
希
望
す
る
者

２
・
３
号
認
定

　

就
学
前
の
児
童
の
う
ち
、
そ
の

保
護
者
の
い
ず
れ
も
が
次
の
事
由

に
該
当
す
る
た
め
、
児
童
の
保
育

を
必
要
と
す
る
者

①
保
護
者
が
１
日
４
時
間
以
上
、

　

か
つ
、
月
12
日
以
上
就
労
す
る

　

こ
と
が
常
態
の
場
合

②
保
護
者
が
妊
娠
又
は
出
産
後
で

　

間
も
な
い
場
合

③
保
護
者
が
疾
病
、
負
傷
又
は
障

　

が
い
を
有
し
て
い
る
場
合

④
保
護
者
が
常
時
、
親
族
の
介

　

護
・
看
護
を
し
て
い
る
場
合

⑤
保
護
者
が
災
害
復
旧
に
あ
た
っ

　

て
い
る
場
合

⑥
保
護
者
が
求
職
活
動
を
継
続
的

　

に
行
っ
て
い
る
場
合

⑦
保
護
者
が
就
学
中
又
は
職
業
訓

　

練
中
で
あ
る
場
合

⑧
そ
の
他
の
理
由
で
希
望
す
る
場

　

合
（
要
相
談
）

■
申
込
方
法

　

入
園
申
込
書
、
事
由
申
立
書
等

の
必
要
書
類
を
教
育
委
員
会
又
は

認
定
こ
ど
も
園
あ
っ
ぷ
る
に
提
出

願
い
ま
す
。

■
募
集
期
間

　

12
月
13
日
（
金
）
～

　
　
　
　
　
　

１
月
23
日
（
木
）

■
保
育
料

　

国
の
無
償
化
政
策
及
び
町
が
独

自
に
行
う
保
護
者
負
担
軽
減
施
策

に
よ
り
無
料
で
す
。

■
そ
の
他　

　

入
園
説
明
会
等
に
つ
い
て
は
、

入
園
希
望
者
に
後
日
通
知
い
た
し

ま
す
。

　

教
育
委
員
会
・
総
務
学
校
課

　
（
☎
５
３
ー
２
４
２
７
）

　

文
化
セ
ン
タ
ー
で
実
施
し
て
い

る
、
町
の
ワ
ク
チ
ン
集
団
接
種
を

都
合
等
に
よ
り
接
種
で
き
な
か
っ

た
方
を
対
象
と
し
て
、
診
療
所
で

下
記
の
日
時
に
接
種
い
た
し
ま
す
。

　

接
種
を
希
望
さ
れ
る
方
は
診
療

所
ま
で
電
話
で
申
し
込
み
下
さ
い
。

○
定
期
接
種
対
象
者

 

・
65
歳
以
上
の
方

 

・
60
歳
以
上
65
歳
未
満
の
方
で
、

　

心
臓
・
腎
臓
・
呼
吸
機
能
障
害

　
（
１
級
）、
ヒ
ト
免
疫
不
全
ウ
イ

　

ル
ス
に
よ
る
免
疫
機
能
障
害
の

　

あ
る
方

【
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
】

 

・
接
種
日
時

　

12
月
９
日
（
月
）
15
時
00
分
～

 

・
申
込
期
限

　

12
月
６
日
（
金
）
15
時
00
分
迄

【
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク
チ
ン
】

 

・
接
種
日
時

　

12
月
23
日
（
月
）
15
時
00
分
～

 

・
申
込
期
限

　

12
月
20
日
（
金
）
15
時
00
分
迄

○
自
己
負
担
額
（
接
種
費
用
）

　

市
街
診
療
所

　
（
☎
５
３
ー
１
８
１
１
）

　

旭
川
地
方
法
務
局
留
萌
支
局
で

は
、「
相
続
登
記
の
申
請
義
務
化
」

及
び
「
自
筆
証
書
遺
言
書
保
管
制

度
」
に
関
す
る
セ
ミ
ナ
ー
を
開
催

し
ま
す
。

　

本
セ
ミ
ナ
ー
で
は
、
相
続
登
記

に
必
要
な
書
類
や
自
筆
証
書
遺
言

書
の
メ
リ
ッ
ト
や
作
成
の
ポ
イ
ン

ト
に
つ
い
て
説
明
し
ま
す
。

　

相
続
登
記
や
遺
言
書
の
こ
と
を

知
り
た
い
方
は
、
是
非
ご
参
加
下

さ
い
。

■
日
時

　

12
月
10
日
（
火
）

　

13
時
30
分
～
16
時
30
分

■
場
所

　

留
萌
市
大
町
２
丁
目
12
番
地　

　

留
萌
地
方
合
同
庁
舎

　

２
階
会
議
室

■
定
員

　

先
着
16
名
（
要
予
約
）

■
費
用

　

参
加
無
料

　

旭
川
地
方
法
務
局
留
萌
支
局

　
（
☎
４
２
ー
０
４
９
２
）
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問

問問

認
定
こ
ど
も
園
あ
っ
ぷ
る

の
入
園
児
を
募
集
し
ま
す

お
知
ら
せ

相
続
遺
言
セ
ミ
ナ
ー
の

開
催
に
つ
い
て

診
療
所
で
の
イ
ン
フ
ル
エ

ン
ザ
・
新
型
コ
ロ
ナ
ワ
ク

チ
ン
接
種
に
つ
い
て

インフルエンザ 新型コロナ

国保、後期高齢者、
その他の医療保険の方

１３歳～６４歳までの方
（新型コロナは１２歳から対象）

９００円

無 料 無 料

３,５００円

３,６３０円 １５,３００円

生活保護世帯の方

定
期
接
種

任
意
接
種



　

12
月
２
日
か
ら
健
康
保
険
証
は

新
た
に
発
行
さ
れ
な
く
な
り
、
マ

イ
ナ
保
険
証
を
基
本
と
す
る
仕
組

み
に
移
行
し
ま
し
た
。

　

切
り
替
え
が
ま
だ
お
済
み
で
な

い
方
も
申
請
不
要
で
届
け
ら
れ
る

資
格
確
認
書
で
保
険
診
療
を
受
け

ら
れ
ま
す
。

　

ま
た
、
今
お
持
ち
の
保
険
証
は
、

有
効
期
限
ま
で
最
大
１
年
間
利
用

で
き
ま
す
。
有
効
期
限
が
切
れ
る

場
合
で
も
、
必
要
な
方
に
は
資
格

確
認
書
が
交
付
さ
れ
ま
す
。

○
マ
イ
ナ
保
険
証
を
お
持
ち
で
な

い
方

　

申
請
不
要
で
資
格
確
認
書
を
お

届
け
し
ま
す
。

○
新
た
に
後
期
高
齢
者
に
な
っ
た

方
　

申
請
不
要
で
資
格
確
認
書
を
お

届
け
し
ま
す
。（
令
和
７
年
７
月

末
ま
で
）

○
マ
イ
ナ
保
険
証
で
の
受
診
が
困

難
な
方
（
ご
高
齢
の
方
・
障
が
い

を
お
持
ち
の
方
な
ど
）

　

申
請
い
た
だ
く
こ
と
で
資
格
確

認
書
を
お
届
け
し
ま
す
。

　

診
療
履
歴
に
基
づ
い
た
よ
り
良

い
医
療
が
受
け
ら
れ
る
な
ど
、
便

利
で
安
全
な
マ
イ
ナ
保
険
証
へ
の

切
り
替
え
を
ご
検
討
下
さ
い
。

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
総
合
フ
リ
ー
ダ

イ
ヤ
ル

（
☎
０
１
２
０
ー
９
５
ー
０
１
７
８
）

　

増
毛
町
で
は
、
高
齢
者
の
雪
道

で
の
転
倒
を
防
止
す
る
た
め
に
、

積
雪
凍
結
時
に
自
宅
前
な
ど
に
ま

く
５
０
０
㎖
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
入
り

砕
石
「
ま
く
べ
い
」
を
無
償
で
配

布
し
て
お
り
ま
す
。　

　

配
布
対
象
は
、
概
ね
65
歳
以
上

の
配
布
を
希
望
す
る
高
齢
者
等
の

い
る
世
帯
に
対
し
、
２
本
配
布
い

た
し
ま
す
の
で
、
希
望
す
る
方
は

下
記
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。　

　

な
お
、
雪
が
解
け
た
後
、
道
路

に
残
っ
た
「
ま
く
べ
い
」
は
、
ま

い
た
人
が
掃
除
す
る
よ
う
御
協
力

願
い
ま
す
。

　

役
場
福
祉
厚
生
課
・
民
生
係

　
（
☎
５
３
ー
３
１
１
１
）

 

「
さ
め
た
は
ず
…
」
そ
の
選
択
が

車
を
凶
器
に
変
え
る

○
飲
酒
運
転
は
悪
質
な
犯
罪
！

　

飲
酒
運
転
は
、
悪
質
・
危
険
な

犯
罪
で
す
。

　

飲
酒
は
安
全
運
転
に
必
要
な
情

報
処
理
能
力
、
注
意
力
、
判
断
能

力
を
低
下
さ
せ
、
運
転
に
大
き
な

影
響
を
及
ぼ
し
、
重
大
事
故
に
つ

な
が
る
危
険
性
を
高
め
ま
す
。

　

一
人
一
人
が
「
飲
酒
運
転
を
し

な
い
、
さ
せ
な
い
、
許
さ
な
い
、

そ
し
て
見
逃
さ
な
い
」
こ
と
を
強

く
意
識
し
て
、
北
海
道
か
ら
飲
酒

運
転
を
根
絶
し
ま
し
ょ
う
。

　

ま
た
、
二
日
酔
い
で
の
運
転
も

「
飲
酒
運
転
」
に
な
り
ま
す
。
ア

ル
コ
ー
ル
チ
ェ
ッ
カ
ー
な
ど
を
使

用
し
て
身
体
に
ア
ル
コ
ー
ル
が

残
っ
て
い
な
い
こ
と
を
確
認
し
ま

し
ょ
う
。

○
飲
酒
運
転
は
、
運
転
者
以
外
も

処
罰
の
対
象
！

　

飲
酒
運
転
は
、
運
転
者
だ
け
で

は
な
く
、
運
転
者
以
外
の
人
に
も

重
い
処
罰
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
て

い
ま
す
か
？

　

車
を
運
転
す
る
恐
れ
の
あ
る
人

に
お
酒
を
提
供
し
た
り
、
お
酒
を

飲
ん
で
い
る
人
に
車
を
提
供
し
た

り
、
飲
酒
運
転
の
車
に
同
乗
し
た

場
合
は
、
飲
酒
運
転
と
同
様
に
処

罰
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

○
「
ハ
ン
ド
ル
キ
ー
パ
ー
運
動
」

で
飲
酒
運
転
を
防
止
！　

　

ハ
ン
ド
ル
キ
ー
パ
ー
運
動
と
は
、

仲
間
と
車
で
飲
食
店
に
行
く
場
合

は
、
あ
ら
か
じ
め
お
酒
を
飲
ま
な

い
人
（
ハ
ン
ド
ル
キ
ー
パ
ー
）
を

決
め
て
、
そ
の
人
が
仲
間
を
自
宅

ま
で
送
り
届
け
る
こ
と
で
す
。

　

お
酒
を
提
供
す
る
飲
食
店
で
は

「
来
店
客
が
車
で
来
て
い
な
い
か
」

車
で
来
て
い
る
場
合
は
「
ハ
ン
ド

ル
キ
ー
パ
ー
は
誰
な
の
か
」
を
確

認
し
て
、
飲
酒
運
転
を
防
ぎ
ま

し
ょ
う
。

○
飲
酒
運
転
情
報
の
提
供
！

　

北
海
道
警
察
で
は
、
飲
酒
運
転

を
根
絶
す
る
た
め
に
「
飲
酒
運
転
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問

問砕
石
ペ
ッ
ト「
ま
く
べ
い
」

の
配
布
に
つ
い
て

飲
酒
運
転
の
根
絶
に

つ
い
て

マ
イ
ナ
保
険
証
に
関
す
る

お
知
ら
せ

　例年、朝晩が冷え込む初冬期の路面凍結で、転倒し怪我をする
高齢者が多くいます。
　高齢者は、転倒による怪我（骨折等）でその後の生活に支障を
きたし、介護認定につながる場合もあります。
　いつまでも健康に過ごすためにも、この冬期間の外出にお気を
付けください。

道路が凍結する季節になりました！転倒しないように気をつけましょう！道路が凍結する季節になりました！転倒しないように気をつけましょう！



ゼ
ロ
ボ
ッ
ク
ス
」
に
よ
る
飲
酒
運

転
情
報
や
、
飲
酒
運
転
根
絶
に
向

け
た
ア
イ
デ
ア
を
受
け
付
け
て
お

り
ま
す
の
で
、
皆
様
の
ご
協
力
を

お
願
い
し
ま
す
。

　

留
萌
警
察
署

　
（
☎
４
２
ー
０
１
１
０
）

　

地
域
防
災
力
の
向
上
を
図
り
、

日
頃
か
ら
町
民
皆
様
の
防
災
意
識

を
高
め
る
た
め
の
活
動
環
境
を
整

備
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
各

自
治
会
で
の
設
立
を
お
願
い
い
た

し
ま
す
。

　

な
お
、
活
動
の
促
進
に
対
し
て

左
記
の
と
お
り
助
成
金
を
交
付
い

た
し
ま
す
。

●
助
成
対
象

　

組
織
の
設
立
・
運
営
に
対
す
る

助
成

●
助
成
金
額
等

　

次
の
①
と
②
の
合
計
額
と
し
、

１
組
織
当
た
り
毎
年
度
１
回
交
付

し
ま
す
。

①
基
礎
額

　

１
組
織
当
た
り
１
万
円

②
世
帯
数
割　

　

自
主
防
災
組
織
の
加
入
世
帯
数

　

に
１
０
０
円
を
乗
じ
た
額

●
届
出
等

　

自
主
防
災
組
織
設
立
届
出
書
に

次
の
添
付
書
類
を
添
え
て
提
出
願

い
ま
す
。

〈
添
付
書
類
〉

　

規
約
、
組
織
図
、
計
画
書
等

　

役
場
総
務
課
・
庶
務
係

　
（
☎
５
３
ー
１
１
１
１
）

　

国
土
交
通
省
で
は
、
ハ
ザ
ー
ド

マ
ッ
プ
が
有
し
て
い
る
地
図
情
報

だ
け
で
は
視
覚
障
が
い
の
あ
る
方

に
伝
わ
ら
な
い
と
い
う
課
題
に
対

処
す
る
た
め
、「
重
ね
る
ハ
ザ
ー

ド
マ
ッ
プ
」
に
知
り
た
い
地
点
の

自
然
災
害
の
危
険
性
や
取
る
べ
き

行
動
な
ど
を
簡
単
な
文
章
で
表
示

す
る
機
能
を
加
え
、
音
声
を
読
み

上
げ
て
視
覚
障
が
い
の
あ
る
方
で

も
理
解
し
や
す
い
よ
う
に
し
て
い

ま
す
。

　

国
土
交
通
省

　

水
管
理
国
土
保
全
局
防
災
課

（
☎
０
３
ー
５
２
５
３
ー
８
１
１
１
）

　

国
土
地
理
院　

　

応
用
地
理
部
地
理
情
報
処
理
課

（
☎
０
２
９
ー
８
６
４
ー
１
１
１
１
）

　

降
雪
期
を
迎
え
、
道
路
情
報
を

事
前
に
把
握
し
て
安
全
な
冬
道
運

転
に
お
役
立
て
下
さ
い
。

　

留
萌
開
発
建
設
部
で
は
、
高
規

格
道
路
及
び
国
道
の
異
常
気
象
・

災
害
・
事
故
な
ど
に
よ
る
通
行
止

め
情
報
等
を
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
発

信
し
て
い
ま
す
。

　

道
路
の
道
路
情
報
に
加
え
て
、

プ
ッ
シ
ュ
型
の
情
報
発
信
が
可
能

で
す
の
で
是
非
ご
活
用
下
さ
い
。

　

留
萌
開
発
建
設
部

　

道
路
整
備
保
全
課

　
（
☎
４
２
ー
２
３
１
３
）
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問

問

問

問

わ
た
べ
整
形
外
科
医
院

◇
日
曜
当
番
医
◇

【
12
月
8
日
】（
留
萌
市
）

（
栄
町
３ 

☎
４
２
ー
５
０
１
１
）

※
右
記
以
外
の
土
日
祝
日
及
び
夜
間

　

診
療
は
、
か
か
り
つ
け
の
病
院
へ

　

お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

自
主
防
災
組
織
の
設
立
・

運
営
経
費
を
助
成
し
ま
す

留
萌
開
発
建
設
部
道
路
情
報

Ｘ（
旧
ツ
イ
ッ
タ
ー
）の

お
知
ら
せ

視
覚
障
が
い
の
あ
る
方
へ
の

ハ
ザ
ー
ド
マ
ッ
プ
音
声
読
み

上
げ
機
能
に
つ
い
て

問新着本案内 総合交流促進施設元陣屋（電話 53–3522）

夜露がたり さんぽっぽ砂原　浩太朗 著 たなか  しん 作

　江戸時代の過酷な現実。町人や
浪人は貧しさにあえぎつつも、し
たたかに生き抜きました。ハードボ
イルドの味わいがあり、秀逸な内
面描写や予想外の結末が堪能でき
る時代小説短編集です。

鳩の車掌さんの背中に乗って、野
原の仲間がお出かけです。いつの
間にか車掌さんの背中は超満員。
みんなでお散歩できるかな？動物
たちの優しい言葉が、思いやりの
心を育てる可愛い絵本。

ハザードマップ
ポータルサイト
読み上げ機能
紹介ページ

留萌開発建設部
道路情報公式 X

増毛町公式インスタグラムに
会社・団体の商品やイベント
情報を投稿してみませんか？

役場商工観光課（☎５３ー３３３２）

@mashike_official
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年末年始休業のお知らせ

留萌振興局などの道の機関

休業日
時間帯注意

１２月
２５ ２６ ２７ ２８ ２９ ３０
（水）

３１
（木）

１
（金）

２
（土）

３
（日） （日）

４
（月） （月）

５
（火）

６
（水）

１月

役場、健康一番館　※１
教育委員会

証明書自動交付機　※２
マイナンバーカードの窓口受け取り

※２

※３

※４

市街診療所
元陣屋
町立体育館
屋内グランド
暑寒別岳スキー場　※3
ごみの収集
し尿くみ取り　※4
ましけ葬苑
ら・さんて
あっぷるハイヤー運行

文化センター（貸館業務）

※１　死亡や出生、婚姻届などは、役場で日直者が受け付けます（８時４５分～１７時１５分）。
※２　証明書自動交付機の使用は、１２月３０日（月）は１７時００分までです。
※３　暑寒別岳スキー場の営業は、１２月３１日（火）は１５時００分に営業終了。
　　　月～土曜日の営業は、１０時００分～１７時００分、日曜日・祝日の営業は、９時３０分～１７時００分となります。
　　　ナイター営業は、１・２月の金・土曜日で２１時００分までの営業となります。
※４　年内のくみ取りの申込は、１２月２５日（水）までに（株）増毛清掃（☎５３ー２５７４）へ連絡してください。
　　　年始のくみ取りの申込は、１月６日（月）から受付を開始します。

　年末年始のごみの収集日程については下記のとおりとなりますのでご注意ください。年末年始の時期
には、ごみ排出量の増加などのため、すべてのものがステーションに入りきらない可能性があります。
資源物を外に置くなどの工夫をお願いします。また、普段よりごみの収集時間が遅くなる場合がありま
すので、ご了承願います。

※１２／３１（火）から１／３（金）までは、各ごみ処理場への直接搬入も休みとなります。

年末年始のごみ出しにご注意！

日
１２／２９

５ ６

３０

生

生 可燃

収集なし 収集なし 収集なし
７ ８ ９ １０ １１

３１

収集なし

１／１

ペット・プラ

２ ３

生・資源２

４

不燃・かん・びん

月 火 水 木 金 土

～年末年始の時期にごみを集中して出さないようにご協力をお願いします～

◇年末年始ごみ収集スケジュール◇

【お問合せ】役場町民課・町民環境係（☎５３ー１１１２）

（木）（金）（土）

3,525
1,626
1,899
1,966

＋３

－２
＋１

＋１

１１

１１月１日～１１月３０日届出分

香
典
の
一
部
か
ら

社
会
福
祉
に

役
場
町
民
課
・町
民
環
境
係（
電
話 

５
３
ー
１
１
１
２
）

◆
増
毛
町
社
会
福
祉
協
議
会
へ
（
現
金
）
（
受
付
順
）

◆
各
自
治
会
等
へ
（
現
金
）

【
１
月
号
へ
の
掲
載
希
望

　１２
月
１３
日（
金
）ま
で
】

役場上下水道課（☎５３－１１５２）

上下水道料金
１２月２５日（水）

役場税務課・税務係（☎５３－１１１４）
１２月３０日（月）

国民健康保険税（第６期）

町税等の納期について
瀬
川

　輝
幸
さ
ん
（
舎
熊
）

雨
野

　正
治
さ
ん
（
暑
寒
町
）

本
間

　一
成
さ
ん
（
暑
寒
町
）

　町では１２月を「年末諸税特別徴収月間」として、道町民税や固定資産税、軽自動車税、国民健康保険
税等を納めていない方に対して、催告書の発送や自宅への訪問、勤務先には給与調査を行い給与・預貯金
の差押えを実施し、税の徴収強化を図ってまいります。
　多くの方は、納付期限等のルールを守り納税されています。まだ、納税されていない方は納税してくだ
さるようお願いします。
　税金は、皆さんの暮らしを支える貴重な財源です。納税へのご理解とご協力をお願いします。

１２月は です

【お問合せ先】役場税務課納税係（☎５３ー１１１４）

日
沼

　安
雄
さ
ん
（
阿
分
）
２
区
自
治
会
へ
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年末年始休業のお知らせ

留萌振興局などの道の機関
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　年末年始のごみの収集日程については下記のとおりとなりますのでご注意ください。年末年始の時期
には、ごみ排出量の増加などのため、すべてのものがステーションに入りきらない可能性があります。
資源物を外に置くなどの工夫をお願いします。また、普段よりごみの収集時間が遅くなる場合がありま
すので、ご了承願います。

※１２／３１（火）から１／３（金）までは、各ごみ処理場への直接搬入も休みとなります。
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ん
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）
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）

　町では１２月を「年末諸税特別徴収月間」として、道町民税や固定資産税、軽自動車税、国民健康保険
税等を納めていない方に対して、催告書の発送や自宅への訪問、勤務先には給与調査を行い給与・預貯金
の差押えを実施し、税の徴収強化を図ってまいります。
　多くの方は、納付期限等のルールを守り納税されています。まだ、納税されていない方は納税してくだ
さるようお願いします。
　税金は、皆さんの暮らしを支える貴重な財源です。納税へのご理解とご協力をお願いします。

１２月は です

【お問合せ先】役場税務課納税係（☎５３ー１１１４）
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家庭ごみの収集日について
マ
ー
ク
の
見
方

生ごみ 可燃系埋立ごみ 不燃系埋立ごみ プラ製容器 ペットボトル
金属類、危険ごみ 粗大ごみかん、びん 木くず

紙製容器、雑がみ、白色トレイ、発泡スチロール 新聞・チラシ類、雑誌、ダンボール、紙パック

生

木 金属・危険

可 燃 不 燃

粗 大

プ ラ ペット

か・び

資源1 資源2

粗大ごみの収集について（毎月第４月曜日） ■ 留萌南部衛生組合（電話43-2555・43-2588）問
①１回の収集につき５点までしか出すことができません。 粗大ごみ収集の申込は9：00～17：00（受付最終日は15：00）ま
　でに、 留萌南部衛生組合 （電話43-2555・43-2588）に電話申込してください。 その際にステーション番号を忘れずに
　伝えてください。
※ 「ごみ分別ハンドブック」 では、申込は2日前の15：00までとなっていますが、 増毛町の場合は、３日前（休日の場合、
　その前日） の15：00までとなります。
②ごみ袋販売店にて粗大ごみ処理券を購入し、 当該粗大ごみに貼り付け、 収集日の9：00までにごみステーション横又は
　自宅前に出してください。
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●新型コロナワクチン接種（予約制）
　　9：30～11：50　文化センター
●脳生き生き音楽教室
　　10：30～11：30　健康一番館
●ヒブ・小児肺炎球菌予防接種
　　15：30～16：00　市街診療所

●乳幼児相談　9：30～11：30　健康一番館
●ベビーマッサージ教室　10：00～11：00
　　健康一番館

●新型コロナワクチン接種（予約制）
　　9：30～11：50　文化センター
●関節健康トレーニング　10：30～11：30
　　健康一番館
●ストレッチヨガ　18：30～19：40
　　文化センター

●ましけキッズ体験隊閉校式　9：30～
　　文化センター
●元陣屋まつり　10：00～　元陣屋

●ふまねっと運動教室　13：30～14：30
　　文化センター

●ふまねっと運動教室　13：30～14：30
　　文化センター

●ふまねっと運動教室　13：30～14：30
　　文化センター

●定例行政相談所開設　10：00～12：00
　　文化センター

●新型コロナワクチン接種（予約制）
　　9：30～15：20　文化センター

●新型コロナワクチン接種（予約制）
　　9：30～15：20　文化センター

●広報ましけ１２月号発行
●ザ・サーキット　18：30～　文化センター

●ザ・サーキット　18：30～　文化センター

●関節健康トレーニング　10：30～11：30
　　健康一番館
●ストレッチヨガ　18：30～19：40
　　文化センター

●広報ましけ１月号発行
●町民健康相談　9：00～11：30　健康一番館
●脳生き生き音楽教室　10：30～11：30
　　健康一番館
●日本脳炎・子宮頸がん・二種混合予防接種
　　15：30～16：00　市街診療所

●暑寒別岳スキー場オープン予定　10：00～
●ふまねっと運動教室　13：30～14：30
　　文化センター

●脳生き生き音楽教室　10：30～11：30
　　健康一番館
●BCG・麻疹風疹・水痘予防接種
　　15：30～16：00　市街診療所

●ザ・サーキット　18：30～　文化センター

☆粗大ごみ申込受付最終日


